
​令和７年11月７日​

​札幌市児童虐待防止対策推進本部​

​本　部　長　指　示​

​○　本日は、職員の専門性を高める取組や関係機関との関係づくりなどについて​

​報告を受け、これまでの取組は着実に定着してきたと考えている。そういっ​

​た中で、今年度「東部児童相談所」を開設し、より地域にとって身近な存在​

​として対応できるようになったところ。​

​　　​

​○　これまで児童相談所が取り組んできた関係づくりやノウハウを東部にも引き​

​継いでいくほか、これまで取り組んできた職員の専門性向上のための人材育​

​成や、地域の関係機関との顔の見える関係づくりをより一層進めていくこと​

​を指示する。​

​○　加えて、虐待を未然に防ぐため、若年女性への支援や予期せぬ妊娠をしてし​

​まった方への支援などの取組についても、検討を深めていくことを指示す​

​る。​


